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『いじめ防止対策推進法』の第４条には、
「児童等は、いじめを行ってはならない」
と明文化されています。熊本県教育委員会
は、６月を「心のきずなを深める月間」に
制定し、いじめを許さない学校・学級づく
りを目指しています。本校でも、子供たち
自身が問題意識をもてるように、以下の取
組を行いました。（一部は今後実施予定）
①全校集会における校長講話
②いじめのない仲のよい学級・学校にす
るための学級会及び代表委員会

③友達のいいところを記入した「いいね」
カードの作成

④学級人権宣言の決定
⑤道徳及び学級活動における人権教育
⑥心のきずなを深めるポスターや標語の
作成
⑦いじめやいやなことをされていないか
アンケート実施
⑧⑦のアンケート結果を受けて教育相談

県教委は、各家庭での取組も呼びかけて
います。その中に、「くまもと家庭教育１０
か条」の活用が示されています。

令和２年度、県下一斉に実施された「心
のアンケート」では、いじめを受けていた
小学生の約３割は、誰にもいじめられてい
ることを話していないという結果が出てい
ます。この数値は、毎年ほとんど変わりま
せん。その主な理由は、①自分で解決でき
ると思った ②いじめられていることを知
られたくなかった ③家族などに心配をか
けると思った などがあげられていました。
子供たちの様子で、何か気になることが

ありましたら、すぐに学校にお知らせくだ
さい。本校職員も危機感を持って、児童一
人一人としっかり対話を行い、児童理解を
進めていきます。子供たちが、SOSを発信
しやすい理想的な環境を作っていくために、
家庭と学校が強い絆で連携していければと
願っています。


